
 

 

中野区立学校施設の開放に関する規則の一部改正について 

 

 

１ 改正の趣旨  

 

   平成２６年度に施設使用料の見直しを行ってから３年が経過し

たため、「施設使用料の見直しの考え方」に基づき今年度見直しを

行い、温水プール開放の使用料についても見直しを行う。 

区は、「中野区スポーツ・健康づくり推進計画」を策定し、「スポ

ーツ・健康づくりムーブメント」を推進しており、区議会第４回定

例会において、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例が

議決され、スポーツ施設の使用料については、改定後６年間、半額

程度とする軽減策が講じられた。 

そのため、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

の開催を契機とした、「スポーツ・健康づくりムーブメント」を中

野のまちに発展・定着させていくことを目的に、区民が、日常的・

継続的に、身近な場所でスポーツに触れる機会や空間の創出・促進

といった環境整備策の一環として、区立第二中学校、区立中野中学

校温水プール使用料についても同様に改定後６年間、半額程度に軽

減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年（２０１７年）１２月１５日 

教 育 委 員 会 資 料 

健康福祉部文化・スポーツ担当 

 

２ 改正内容 

 

⑴ 使用料の改定、軽減措置 

 

 

＊平成３０年７月１日から平成３６年６月３０日までの６年間、利

用者がプール開放を利用する場合、当該利用に係る使用料を半額程

度に軽減する。 

 

⑵ 文言整理  

 

３ 施行日 

  平成３０年７月１日 

対象 単位 
使用料 

（現行） 

使用料 

（改正案）

使用料 
（軽減額*） 

個人 

大人 
２時間以内 ４００円 ５００円 ２５０円

１時間以内 ２００円 ２５０円 １３０円

小人 

(中学生以下)

２時間以内 ２００円 ２５０円 １３０円

１時間以内 １００円 １３０円 ７０円

団体 

プール全体
１時間３０分

以内 

４５，９００

円

２９，４００

円 

１４，７００

円

プール 

１コース 

１時間３０分

を超え２時間

以内 

８，２００円６，０００円 ３，０００円

回数券

大人 
６枚つづり

（２時間券）
２，０００円２，５００円 １，２５０円 

小人 
６枚つづり

（２時間券）
１，０００円１，２５０円 ６５０円



中野区立学校施設の開放に関する規則（昭和６０年中野区教育委員会規則第１２号）新旧対照表 

改正案 現行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、中野区における青少年の健全

育成及び社会体育の普及を図るため学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１３７条、社会教

育法（昭和２４年法律第２０７号）第４４条及び

スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第１

３条の規定に基づき、中野区立小中学校（以下「区

立学校」という。）の施設の区民への開放（以下

「学校開放」という。）に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

第１条 この規則は、中野区における青少年の健全

育成及び社会体育の普及を図るため学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１３７条、社会教

育法（昭和２４年法律第２０７号）第４４条及び

スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第１

３条の規定に基づき、区立学校の施設を区民に開

放すること（以下「学校開放」という。）に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（学校開放事業の管理） （学校開放の管理） 

第２条 学校開放に係る事業（以下「学校開放事業」

という。）の実施に関しては、中野区教育委員会

（以下「教育委員会」という。）が管理するもの

とする。 

第２条 学校開放の実施に関しては、教育委員会

（以下「委員会」という。）が管理するものとす

る。 

２ 学校開放事業の実施については、委託すること

ができる。 

２ 学校開放事業の実施については、委託すること

ができる。 

（学校開放の対象施設） （学校開放の施設） 

第３条 学校開放の対象とする施設は、次のとおり

とする。 

第３条 学校開放の対象とする施設は、次のとおり

とする。 

⑴ 校庭 ⑴ 校庭 

⑵ 体育館 ⑵ 体育館 

⑶ 温水プール ⑶ 温水プール 

（学校開放の種類及び開放校） （学校開放の種類及び開放校） 

第４条 学校開放の種類は、次のとおりとする。 第４条 学校開放の種類は、次のとおりとする。 

⑴ 遊び場開放 ⑴ 遊び場開放 

⑵ 校庭開放 ⑵ 校庭開放 

⑶ 体育館開放 ⑶ 体育館開放 

⑷ 温水プール開放 ⑷ 温水プール開放 

２ 学校開放を行う区立学校（以下「開放校」とい

う。）の指定は、教育委員会が行う。 

２ 学校開放を行う学校（以下「開放校」という。）

の指定は、委員会が行う。 

（学校開放の日時） （学校開放の日時） 

第５条 開放校における学校開放の日時は、別表第

１に定める範囲内で別に定める。 

第５条 開放校における学校開放の日時は、別表第

１に定める範囲内で別に定める。 
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２ 教育委員会は、開放校において特別の事情があ

るときは、学校開放の日時を変更し、又は中止を

することができる。 

２ 委員会は、開放校において特別の事情があると

きは、学校開放の日時を変更し、又は中止をする

ことができる。 

第６条 削除 第６条 削除 

（学校開放運営協議会の設置） （学校開放運営協議会の設置） 

第７条 教育委員会は、学校開放事業の充実と振興

に関する施策の改善を図るため、学校開放運営協

議会を置く。 

第７条 委員会は、学校開放事業の充実と振興に関

する施策の改善を図るため、学校開放運営協議会

（以下「運営協議会」という。）を置く。 

（運営委員会の設置） （運営委員会の設置） 

第８条 教育委員会は、学校開放事業の円滑な運営

を図るため、開放校ごとに運営委員会を置く。 

第８条 委員会は、学校開放事業の円滑な運営を図

るため、開放校毎に運営委員会を設置するものと

する。 

（利用者） （利用者） 

第９条 学校開放を利用できる者（以下「利用者」

という。）の範囲は、次のとおりとする。 

第９条 学校開放を利用できる者（以下「利用者」

という。）の範囲は、次のとおりとする。 

⑴ 中野区内に住所を有する者 ⑴ 中野区内に住所を有する者 

⑵ 中野区内の事業所に勤務する者 ⑵ 中野区内の事業所に勤務する者 

⑶ 中野区内の学校に在学する者 ⑶ 中野区内の学校に在学する者 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が認

めた者 

⑷ その他委員会が認めた者 

２ 第４条第１項各号に掲げる学校開放の種類ご

との利用者は、別に定める。 

２ 学校開放の種類毎による利用者は別に定める。 

（使用料） （使用料） 

第１０条 遊び場開放及び校庭開放の使用料は、無

料とする。 

第１０条 遊び場開放及び校庭開放の使用料は、無

料とする。 

２ 体育館開放の使用料（体育館開放における別表

第２に定める区立学校の附属設備の使用に係る

使用料を含む。）は、中野区行政財産使用料条例

（昭和３９年中野区条例第８号。以下「条例」と

いう。）別表１４の表に定めるところによる。 

２ 体育館開放の使用料（体育館開放における別表

第２に定める区立学校の附属設備の使用に係る

使用料を含む。）は、中野区行政財産使用料条例

（昭和３９年中野区条例第８号。以下「条例」と

いう。）別表１３の表に定めるところによる。 

３ 温水プール開放の使用料は、条例第２条第３項

に基づき別表第３に定めるとおりとする。ただ

し、就学前の幼児に係る使用料は、無料とする。 

３ 温水プール開放の使用料は、別表第３のとおり

とする。ただし、就学前の幼児は無料とする。 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１１条 教育委員会は、体育館開放又は温水プー

ル開放を利用しようとする者が別表第４（別表第

２の区立学校の欄に掲げる区立学校の体育館開

第１１条 委員会は、体育館開放又は温水プール開

放を利用しようとする者が別表第４（別表第２の

左欄に定める区立学校の体育館開放を利用する

2/8 



放を利用する際、それぞれ同表の附属設備の欄に

定める附属設備を利用しようとする者にあつて

は、別表第５。以下この条において同じ。）の減

免事由の欄に掲げる事由に該当するときは、その

使用料をそれぞれ別表第４の施設使用料の額の

欄に定める額に減額し、又は免除することができ

る。 

際、それぞれ同表の右欄に定める附属設備を利用

しようとする者にあつては別表第５）の左欄に掲

げる事由に該当するときは、その使用料をそれぞ

れ同表の右欄の額に減額し、又は免除することが

できる。 

（使用料の不還付） （使用料の不還付） 

第１２条 既納の使用料は、還付しない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号

に定める額を還付する。 

第１２条 既納の使用料は、還付しない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号

に定める額を還付する。 

⑴ 第５条第２項の規定により体育館開放又は

温水プール開放の中止をしたとき 全額 

⑴ 第５条第２項の規定により体育館開放又は

温水プール開放の中止をしたとき 全額 

⑵ 災害その他の事故により施設の利用ができ

なくなつたとき 全額 

⑵ 災害その他の事故により施設の利用ができ

なくなつたとき 全額 

⑶ 利用開始の日の７日前までに使用申請の取

消しをしたとき ５割相当額 

⑶ 利用開始の日の７日前までに使用申請の取

消しをしたとき ５割相当額 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が相

当の理由があると認めたとき 全額又は教育

委員会が相当と認める額 

⑷ 前３号に定めるもののほか、委員会が相当の

理由があると認めたとき 全額又は委員会が

相当と認める額 

（利用の制限又は禁止等） （利用の制限又は禁止） 

第１３条 利用者は、学校開放の場において次に掲

げる行為をしてはならない。 

第１３条 利用者は、学校開放の場において、次の

各号に該当する行為をしてはならない。 

⑴ 専ら営利を目的として事業を行い、その他営

利事業を援助すること。 

⑴ もつぱら営利を目的として事業を行い、その

他営利事業を援助すること。 

⑵ 特定の政党その他の政治団体の利害に関す

る事業を行い、又は公の選挙に関し特定候補者

を支持すること。 

⑵ 特定の政党その他の政治団体の利害に関す

る事業を行い、又は公の選挙に関し特定候補者

を支持すること。 

⑶ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派

若しくは教団を支持すること。 

⑶ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派

若しくは教団を支持すること。 

⑷ 公益を害し、又は害するおそれがあると認め

られること。 

⑷ 公益を害し、又は害するおそれがあると認め

られること。 

２ 教育委員会は、前項の規定に違反した者に対

し、利用の制限又は禁止をすることができる。 

２ 委員会は、前項の規定に違反した者に対し、利

用の制限又は禁止をすることができる。 

３ 教育委員会は、第１項に定めるもののほか、管

理運営上支障があるときは、学校開放の利用につ

いて必要な条件を付することができる。 

３ 委員会は、第１項に定めるもののほか、管理運

営上支障があるときは利用について条件をつけ

ることができる。 
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（利用者の責任） （利用者の責任） 

第１４条 利用者は、その責めに帰すべき事由に基

づく事故について、責任を負うものとする。 

第１４条 利用者は、その責に帰すべき事由に基づ

く事故について、責任を負うものとする。 

２ 利用者は、施設又は設備について損害を与えた

場合は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 利用者は、施設、設備に損害を与えた場合、そ

の損害を賠償しなければならない。 

（事故報告等） （事故報告） 

第１５条 開放校の校長は、学校開放において事故

が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告する

とともに、別に定める事故発生報告書を提出しな

ければならない。 

第１５条 学校長は、学校開放において事故が発生

した場合は、直ちに委員会に報告するとともに、

別に定める事故発生報告書を提出しなければな

らない。 

２ 前項の規定による報告をした校長は、事故が解

決した場合は、速やかに別に定める事故解決報告

書を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 学校長は、事故が解決した場合は、速やかに別

に定める事故解決報告書を委員会に提出しなけ

ればならない。 

（補則） （委任） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事

項は、別に定める。 

第１６条 この規則の施行について必要な事項は、

教育長が定める。 

附 則 附 則 

１ この規則は、昭和６１年１月１日から施行す

る。 

１ この規則は、昭和６１年１月１日から施行す

る。 

２ 中野区立小学校及び中学校の開校に関する規

則（昭和５１年教育委員会規則第３号）は、廃止

する。 

２ 中野区立小学校及び中学校の開校に関する規

則（昭和５１年教育委員会規則第３号）は、廃止

する。 

３ 教育委員会は、第１１条の規定にかかわらず、

当分の間、利用者がスポーツ活動の目的で体育館

開放を利用する場合は、当該利用に係る使用料を

免除することができる。 

３ 委員会は、第１１条の規定にかかわらず、当分

の間、利用者がスポーツ活動の目的で体育館開放

を利用する場合、当該利用に係る使用料を免除す

ることができる。 

４ 平成３０年７月１日から平成３６年６月３０

日までの間における別表第３の規定の適用につ

いては、同表個人の項中「５００円」とあるのは

「２５０円」と、「２５０円」とあるのは「１３

０円」と、「１３０円」とあるのは「７０円」と、

同表団体の項中「２９，４００円」とあるのは「１

４，７００円」と、「６，０００円」とあるのは

「３，０００円」と、同表備考⑵中「５００円券」

とあるのは「２５０円券」と、「２，５００円」

とあるのは「１，２５０円」と、「２５０円券」

とあるのは「１３０円券」と、「１，２５０円」
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とあるのは「６５０円」とする。 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

種類 開放日 開放時間 

遊 び 場

開放 

学校教育法施行規則（昭和

２２年文部省令第１１号）

第６１条に定める休業日

（以下「学校休業日」とい

う。） 

午前９時から午後

５時まで 

月曜日から土曜日まで。た

だし、学校休業日を除く。 

午後１時から午後

５時まで 

校 庭 開

放 

学校休業日 午前９時から午後

５時まで 

体 育 館

開放 

学校休業日 午前９時から午後

５時まで 

月曜日から土曜日まで。た

だし、学校休業日を除く。 

午後６時３０分か

ら午後９時３０分

まで並びに別に定

める日及び施設に

おいては、午前９時

３０分から午後０

時３０分まで 

温 水 プ

ー ル 開

放 

開放校が学校教育で使用し

ない日 

午前７時から午後

９時３０分まで 

 

種類 開放日 開放時間 

遊 び 場

開放 

学校教育法施行規則（昭和

２２年文部省令第１１号）

第６１条に定める休業日

（以下「学校休業日」とい

う。） 

午前９時から午後

５時まで 

月曜日から土曜日まで。た

だし、学校休業日を除く。 

午後１時から午後

５時まで 

校 庭 開

放 

学校休業日 午前９時から午後

５時まで 

体 育 館

開放 

学校休業日 午前９時から午後

５時まで 

月曜日から土曜日まで。た

だし、学校休業日を除く。 

午後６時３０分か

ら午後９時３０分

まで並びに別に定

める日及び施設に

おいては、午前９時

３０分から午後０

時３０分まで 

温 水 プ

ー ル 開

放 

開放校が学校教育で使用し

ないとき 

午前７時から午後

９時３０分まで 

 

別表第２（第１０条、第１１条関係） 別表第２（第１０条、第１１条関係） 

区立学校 附属設備 

中野区立谷戸小

学校 

体育館冷暖房設備 

中野区立桃花小

学校 

体育館冷暖房設備 

中野区立緑野小

学校 

体育館冷暖房設備 

中野区立第二中

学校 

体育館冷暖房設備、小体育館冷暖房設

備 

中野区立中野中

学校 

体育館冷暖房設備、小体育館冷暖房設

備 
 

区立学校 附属設備 

中野区立谷戸小

学校 

体育館冷暖房設備 

中野区立桃花小

学校 

体育館冷暖房設備 

中野区立緑野小

学校 

体育館冷暖房設備 

中野区立第二中

学校 

体育館冷暖房設備、小体育館冷暖房設

備 

中野区立中野中

学校 

体育館冷暖房設備、小体育館冷暖房設

備 
 

別表第３（第１０条関係） 別表第３（第１０条関係） 

対象 単位 使用料 対象 単位 使用料 
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個人 大人 ２時間以内 ５００円 

１時間以内 ２５０円 

小人（中学生以

下） 

２時間以内 ２５０円 

１時間以内 １３０円 

団体 プール全体 １時間３０分以

内 

２９，４００円 

プール１コー

ス 

１時間３０分を

超え２時間以内 

６，０００円 

 

個人 大人 ２時間以内 ４００円 

１時間以内 ２００円 

小人（中学生以

下） 

２時間以内 ２００円 

１時間以内 １００円 

団体 プール全体 １時間３０分以

内 

４５，９００円 

プール１コー

ス 

１時間３０分を

超え２時間以内 

８，２００円 

 

備考 備考 

⑴ 使用料は、回数券により納付することがで

きる。 

⑴ 使用料は、回数券により納付することがで

きる。 

⑵ 回数券は、大人券（５００円券６枚つづり

２，５００円）及び小人券（２５０円券６枚

つづり１，２５０円）の２種類とする。 

⑵ 回数券は、大人券（４００円券６枚つづり

２，０００円）及び小人券（２００円券６枚

つづり１，０００円）の２種類とする。 

別表第４（第１１条関係） 別表第４（第１１条関係） 

減免事由 施設使用料

の額 

⑴ 区が事業を実施するために使用する

とき。 

⑵ 区立学校が学校行事を行うために使

用するとき。 

⑶ 区設立法人が事業を実施するために

使用するとき。 

⑷ １０人以上の区民で構成される団体

が、中野区区民活動センター条例施行規

則（平成２３年中野区規則第６０号）第

８条第１項第１号から第４号までに規

定する活動のために使用するとき。 

 

⑸ 障害者等が温水プールを個人使用す

るとき。 

免除 

⑹ 教育委員会が認める区内の社会教育

団体が公共的行事を主催するために使

用するとき。 

⑺ 区内の学校（区立学校を除く。）が主

催し、又は連合して児童、生徒又は学生

の行事のために使用するとき。 

施設使用料

の１００分

の５０に相

当する額 

⑻ 区内の公益法人又は公共的団体が行施設使用料

減免事由 施設使用料

の額 

⑴ 区が事業を実施するために使用する

とき。 

⑵ 区立学校が学校行事を行うために使

用するとき。 

⑶ 区設立法人が事業を実施するために

使用するとき。 

⑷ １０人以上（地域生涯学習館にあつて

は５人以上）の区民で構成される団体

が、中野区区民活動センター条例施行規

則（平成２３年中野区規則第６０号）第

８条第１項第１号から第４号までに規

定する活動のために使用するとき。 

⑸ 障害者等が温水プールを個人使用す

るとき。 

免除 

⑹ 委員会が認める区内の社会教育団体

が公共的行事を主催するために使用す

るとき。 

⑺ 区内の学校（区立学校を除く。）が主

催し、又は連合して児童、生徒又は学生

の行事のために使用するとき。 

施設使用料

の１００分

の５０に相

当する額 

⑻ 区内の公益法人又は公共的団体が行施設使用料
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事を主催するために使用するとき。 

⑼ 国又は地方公共団体がその所管する

事業を実施するために使用するとき。 

の１００分

の７０に相

当する額 

⑽ 前各号に定めるもののほか、教育委員

会が相当の理由があると認めたとき。 

免除又は教

育委員会が

相当と認め

る額 
 

事を主催するために使用するとき。 

⑼ 国又は地方公共団体がその所管する

事業を実施するために使用するとき。 

の１００分

の７０に相

当する額 

⑽ 前各号に定めるもののほか、委員会が

相当の理由があると認めたとき。 

免除又は委

員会が相当

と認める額 

 
 

備考 この表において障害者等とは、次の各号の

いずれかに該当する者をいう。 

備考 この表において障害者等とは、次の各号に

掲げる者をいう。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）に基づく身体障害者手帳の交付を受け

ている区民及びその介護者で教育委員会が

必要と認める者 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）に基づく身体障害者手帳の交付を受け

ている区民及びその介護者で委員会が必要

と認める者 

⑵ 東京都愛の手帳交付要綱（４２民児精発第

５８号）に基づく愛の手帳の交付を受けてい

る区民及びその介護者で教育委員会が必要

と認める者 

⑵ 東京都愛の手帳交付要綱（４２民児精発第

５８号）に基づく愛の手帳の交付を受けてい

る区民及びその介護者で委員会が必要と認

める者 

⑶ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１

６８号）に基づく戦傷病者手帳の交付を受け

ている区民及びその介護者で教育委員会が

必要と認める者 

⑶ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１

６８号）に基づく戦傷病者手帳の交付を受け

ている区民及びその介護者で委員会が必要

と認める者 

⑷ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律（平成６年法律第１１７号）に基づく被爆

者健康手帳の交付を受けている区民 

⑷ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律（平成６年法律第１１７号）に基づく被爆

者健康手帳の交付を受けている区民 

⑸ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号）に基づく精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

区民及びその介護者で教育委員会が必要と

認める者 

⑸ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号）に基づく精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

区民及びその介護者で委員会が必要と認め

る者 

別表第５（第１１条関係） 別表第５（第１１条関係） 

減免事由 施設使用料の額 

⑴ 区が事業を実施するために使用

するとき。 

⑵ 区立学校が学校行事を行うため

に使用するとき。 

⑶ 区設立法人が事業を実施するた

めに使用するとき。 

免除 

 

減免事由 施設使用料の額 

⑴ 区が事業を実施するために使用

するとき。 

⑵ 区立学校が学校行事を行うため

に使用するとき。 

⑶ 区設立法人が事業を実施するた

めに使用するとき。 

免除 
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   附 則  

１ この規則中附則に１項を加える改正規定及び別

表第３の改正規定は平成３０年７月１日（以下「施

行日」という。）から、その他の改正規定及び次

項の規定は公布の日から施行する。 

 

２ 施行日前に温水プール開放に係る温水プールに

ついて改正後の附則第４項に規定する期間に係る

使用の許可を行う場合の使用料については、改正

後の別表第３の規定に同項の規定を適用した場合

の同表の規定を適用した額とする。 
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